
○
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
二
十
八
号

農
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
年
十
月
一
日
農
林
省
告
示
第
七
百
七
十
八
号
（
農
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
に
よ
り
診
療
そ

の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
組
合
員
が
負
担
す
べ
き
費
用
の
内
容
に
応
じ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
点
数
等
を
定
め
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
十
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

一
の
家
畜
共
済
診
療
点
数
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
経
営
局
保
険
監
理
官
及
び
都
道
府
県
庁
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）






































































